
(2) 職員の人事評価の状況

イ　知事部局等（企業局、病院事業局、議会事務局及び各種行政委員会事務局を含む。）

(ｲ) 会計年度任用職員以外の職員

ａ　評価する事項

(a) 能力・姿勢評価　

　当該職位に求められる職務遂行能力等について、評価項目ごとに水準（着目点）を設定
し、その度合いを評価する。

(b) 業績評価

　被評価者が自らの担当する職務についてあらかじめ達成すべき目標を設定した後、評価
者との期首面接を経て決定した目標について、その達成度を評価する。

※病院事業局の医師（病院長を除く。）は、診療活動等の評価項目ごとに水準（着目点）
　を設定し、その度合いを評価する。

ｂ　評価期間

(a) 能力・姿勢評価　

　10月１日から翌年９月30日まで

(b) 業績評価　

　４月１日から９月30日まで及び10月１日から翌年３月31日まで

ｃ　人事評価の手続

(a) 面接

　被評価者と評価者の間で４月１日から翌年３月31日までの間に３回実施する。

(b) 評価

　被評価者が自己評価を行い、それを受けて評価者が評価を行う。なお、評価は評価基準
に従い、５段階絶対評価により行う。

(c) 評価結果の開示

　評価者は、面接において被評価者に評価結果を開示する。

(d) 苦情等への対応

　人事評価の結果等に関する職員の苦情等に対応するため、苦情相談・再評価及び苦情処
理の手続を設ける。

(ﾛ) 会計年度任用職員

ａ　評価する事項

　職員の能力・姿勢及び業績について、一体的に評価する。

ｂ　評価期間

　４月１日から翌年３月31日まで

ｃ　人事評価の手続

(a) 面接

　評価者は、原則会計年度任用職員以外の職員に準じて面接を実施する。

(b) 評価

　評価基準に従い、５段階絶対評価により行う。

(c) 評価結果の開示

　評価者は、原則会計年度任用職員以外の職員に準じて被評価者に評価結果を開示する。

(d) 苦情等への対応

　人事評価の結果等に関する職員の苦情等に対応するため、苦情相談・再評価及び苦情処
理の手続を設ける。

ロ　警察本部

(ｲ) 会計年度任用職員以外の職員

ａ　評価する事項

(a) 能力評価　

  当該職位に求められる職務遂行能力等について、評価項目ごとに水準（着目点）を設定
し、職員が発揮した能力の程度を評価する。

(b) 業績評価

  被評価者が自らの担当する職務について、あらかじめ達成すべき目標を設定し、評価者
との期首面談を経て決定した目標について、その達成度を評価する。

ｂ　評価期間

(a) 能力評価　

  10月１日から翌年９月30日まで

(b) 業績評価　



　４月１日から９月30日まで及び10月１日から翌年３月31日まで

ｃ　人事評価の手続

(a) 期首面談

　評価者は、被評価者が評価期間に果たすべき役割を確定するため、被評価者に対して
期首面談を行う。
  被評価者は、期首面談に先立って、業績評価に係る記録書に業務内容及び目標等の案
を記載し、評価者に提出する。

(b) 自己申告

  被評価者は、記録書に自己評価を記載し、評価者に提出する。

(c) 評価
　評価者は、評価期間において把握した被評価者の職務遂行の状況等を踏まえ、記録書
の評価欄に評価項目ごとの評語及び総合評価をそれぞれ５段階で記載する。評価は絶対
評価とする。

(d) 調整
　調整者は、評価者の総合評価について、不均衡の有無の観点から審査を行い、調整を
行う。
　調整者の審査は、調整者が把握する事実と評価者の評価の根拠となる事実の一致の有
無及び評価者の評価の偏重や全体的な水準から見た評価の偏重の有無の観点から行う。
　調整者は、審査を行った後、必要に応じて記録書の所見欄に所見を記載した上で調整
を行う。

(e) 期末面談

  評価者は被評価者に対して、指導及び助言を行うため、期末面談を行う。

(ﾛ) 会計年度任用職員

ａ　評価する事項

職員の能力及び業績について、一体的に評価する。

ｂ　評価期間

４月１日から翌年３月31日まで

ｃ　人事評価の手続

(a) 評価

　評価基準に従い、５段階絶対評価により能力及び業績を一体的に評価することとし、
総合評価のみ実施する。
　なお、被評価者の自己評価は実施せず、評価期間における自己の業務に対する振り返
りを記入する。

(b) その他

　その他、会計年度任用職員以外の職員の人事評価制度に準じて実施する。

ハ　教育委員会

(ｲ) 教職員（県立学校の事務職員及び栄養職員を除く。）

ａ　評価する事項

(a) 能力・姿勢評価　

　当該職に求められる職務遂行能力等について、分野ごとに水準（着目点）を設定し、
その度合いを評価する。

(b) 業績評価

　被評価者が自らの担当する職務についてあらかじめ達成すべき目標を設定した後、
評価者との面談を経て決定した目標について、その達成度を評価する。

ｂ　評価期間

(a) 能力・姿勢評価　

  10月１日から翌年９月30日まで

(b) 業績評価

　４月１日から９月30日まで及び10月１日から翌年３月31日まで

ｃ　人事評価の手続

(a) 面談

　被評価者と第一次評価者及び第二次評価者との間で、４月１日から翌年３月31日まで
の間に３回実施する。

(b) 評価

　被評価者が自己評価を行い、それを受けて第一次評価者が評価した後、第二次評価
者が評価を行う。評価は評価基準に従い、５段階絶対評価により行う。

(c) 評価結果の開示



　評価者は、面談において被評価者に評価結果を開示する。

(ﾛ) (ｲ)以外の職員

知事部局等の人事評価制度に準じて実施する。


